
第１章 包括的保存管理計画の目的、計画策定・改定の経緯、計画の構成・構造等 第１章 基本理念（富士山憲章 または 新規文章作成）

１ 計画の目的 第２章 包括的保存管理計画の目的、計画策定・改定の経緯、計画の構成・構造等

２ 計画策定・改定の経緯 １ 計画の目的 

３ 計画の構成・構造 ２ 計画策定・改定の経緯 

４ 個々の行政計画等との連携 ３ 計画の構成・構造 

５ 計画の実施 ４ 個々の行政計画等との連携 

第２章 顕著な普遍的価値の言明及び構成資産                                ５ 計画の実施 

１ 顕著な普遍的価値の言明 第３章 顕著な普遍的価値の言明及び構成資産及びアトリビュート
２ 構成資産 １ 顕著な普遍的価値の言明 

（１）構成資産の一覧 ２ 構成資産 及びアトリビュート

（２）『信仰の対象』及び『芸術の源泉』の２つの側面に基づく構成資産の区分 （１）構成資産の一覧

（３）構成資産の範囲の設定 （２）『信仰の対象』及び『芸術の源泉』の２つの側面に基づく構成資産の区分

（４）浅間神社・胎内樹型の範囲の設定 （３）構成資産の範囲の設定

（５）各構成資産の概要 （４）浅間神社・胎内樹型の範囲の設定

（６）構成資産及び構成要素、それらに含まれる要素の総括表 （５）各構成資産の概要

（７）構成資産及び構成要素の相互の関係性・つながり （６）構成資産及び構成要素、それらに含まれる要素の総括表

第３章 資産及びその周辺環境の現状・課題                                 （７）構成資産及び構成要素の相互の関係性・つながり

１ 資産及び周辺環境に共通する現状・課題 第４章 体制の整備・運営                                            
（１）開発・都市基盤施設の整備 １ 方向性 

（２）自然環境の変化 ２ 方法 

（３）自然災害 （１）包括的保存管理体制における各組織の機能

（４）来訪者及び観光 （２）各構成員の役割

（５）その他 （３）地域住民等との連携、住民参加の推進

２ 『信仰の対象』の側面に基づく「登拝・巡礼の場」の現状・課題 第５章 資産及びその周辺環境の現状・課題
３ 『芸術の源泉』の側面に基づく「展望地点・展望景観」の現状・課題 １ 資産及び周辺環境に共通する現状・課題 

第４章 基本方針                                                  （１）開発・都市基盤施設の整備

１ 顕著な普遍的価値の保存管理 （２）自然環境の変化

２ 周辺環境との一体的な保全  （３）自然災害

３ 整備・公開・活用の促進 （４）来訪者及び観光

４ 体制の整備・運営 （５）その他

５ 行動計画の策定・実施 ２ 『信仰の対象』の側面に基づく「登拝・巡礼の場」の現状・課題 

６ 資産への影響及び施策の評価～経過観察の実施～ ３ 『芸術の源泉』の側面に基づく「展望地点・展望景観」の現状・課題 

第５章 顕著な普遍的価値の保存管理                                    第６章 顕著な普遍的価値の保存管理
１ 方向性 １ 方向性 

（１）２つの側面に基づく顕著な普遍的価値の保存管理の実施 （１）２つの側面に基づく顕著な普遍的価値の保存管理の実施

（２）保存管理の方法の明示 （２）保存管理の方法の明示

（３）保存管理の方法の実施に係る法令等の遵守 （３）保存管理の方法の実施に係る法令等の遵守

２ 方法 ２ 方法 

（１）資産全体 （１）資産全体

（２）登拝・巡礼の場 （２）登拝・巡礼の場

（３）展望地点・展望景観 （３）展望地点・展望景観

３ 法令等による保存管理 ３ 法令等による保存管理 

（１）「登拝・巡礼の場」としての保存管理のために運用・実施すべき法令・計画 （１）「登拝・巡礼の場」としての保存管理のために運用・実施すべき法令・計画

（２）「展望地点・展望景観」としての保存管理のために運用・実施すべき法令・計画 （２）「展望地点・展望景観」としての保存管理のために運用・実施すべき法令・計画

第６章 周辺環境との一体的な保全                                      第７章 周辺環境との一体的な保全
１ 方向性 １ 方向性 

（１）地区区分に基づく周辺環境の保全 （１）地区区分に基づく周辺環境の保全

（２）緩衝地帯 （２）緩衝地帯

（３）保全管理区域 （３）保全管理区域

２ 方法 ２ 方法 

（１）緩衝地帯 （１）緩衝地帯

（２）保全管理区域 （２）保全管理区域

第７章 整備・公開・活用の促進                                        第８章 インタープリテーション（整備・公開・活用）の促進
１ 方向性 １ 方向性 

（１）構成資産間の関連性を考慮した顕著な普遍的価値に係る総合的な情報提供 （１）構成資産間の関連性を考慮した顕著な普遍的価値に係る総合的な情報提供

（２）国内外からの観光客の受け入れ態勢の整備 （２）国内外からの観光客の受け入れ態勢の整備

２ 方法 ２ 方法 

（１）富士山の総合学術調査の充実 （１）富士山の総合学術調査の充実

（２）世界遺産センターの整備・活動 （２）世界遺産センターの整備・活動

（３）適切な公開・活用施設の機能強化 （３）適切な公開・活用施設の機能強化

（４）地域住民等への普及活動 （４）地域住民等への普及活動

（５）国内外からの観光客への対応 （５）国内外からの観光客への対応

第８章 体制の整備・運営                                            第９章 行動計画の策定・実施
１ 方向性 １ 方向性 

２ 方法 （１）資産及び周辺環境に対する影響の予防・軽減・防止

（１）包括的保存管理体制における各組織の機能 （２）各構成資産・構成要素及び展望景観の修復・整備

（２）各構成員の役割 （３）資産の公開・活用の推進

（３）地域住民等との連携、住民参加の推進 ２ 方法 

第９章 行動計画の策定・実施                                         （１）資産及び周辺環境に対する影響の予防・軽減・防止

１ 方向性 （２）各構成資産・構成要素及び展望景観の修復・整備

（１）資産及び周辺環境に対する影響の予防・軽減・防止 （３）資産の公開・活用

（２）各構成資産・構成要素及び展望景観の修復・整備 ３ 行動計画の総括表  

（３）資産の公開・活用の推進 第１０章 資産への影響及び施策の評価～モニタリングの実施～
２ 方法 １．方向性 

（１）資産及び周辺環境に対する影響の予防・軽減・防止 （１）影響要因・観察指標・周期、観察記録主体の特定

（２）各構成資産・構成要素及び展望景観の修復・整備 （２）負の影響を予防・軽減・防止するための対策の立案・実施

（３）資産の公開・活用 ２．方法 

３ 行動計画の総括表  （１）資産に関する観察指標

第10章 資産への影響及び施策の評価～経過観察の実施～                      ・「資産及び周辺環境の保護」に関する観察指標

１．方向性  ・「各構成資産及び構成要素の保護」に関する観察指標

（１）影響要因・観察指標・周期、観察記録主体の特定  ・「顕著な普遍的価値の伝達」に関する観察指標

（２）負の影響を予防・軽減・防止するための対策の立案・実施 （２）遺産影響評価の実施

２．方法  ・資産共通の方針

（１）「資産及び周辺環境の保護」に関する観察指標  ・遺産影響評価の手順

（２）「各構成資産及び構成要素の保護」に関する観察指標  ・遺産絵協評価の方法

（３）「顕著な普遍的価値の伝達」に関する観察指標 別冊１ 来訪者管理戦略（新）

分冊１ 各法令に基づく関係計画概要(構成資産の保存管理計画 等) 別冊２ 遺産影響評価マニュアル

分冊２ 緩衝地帯及び保全管理区域における基準(景観形成基準、屋外広告物の許可基準 等) 別冊３ 各法令に基づく関係計画概要(構成資産の保存管理計画 等)
分冊３ イコモス評価書・世界遺産委員会決議文 別冊４ 緩衝地帯及び保全管理区域における基準(景観形成基準、屋外広告物の許可基準 等)
分冊４ ヴィジョン・各種戦略 ※ヴィジョン・各種戦略の内容は第４章から第１１章に溶け込ませた上で資料として保存。

Ⅰ 世界文化遺産富士山ヴィジョン ※ヴィジョン・各種戦略を溶け込ませる際に、各項目を改めて調整。

Ⅱ 下方斜面における巡礼路の特定

Ⅲ 来訪者管理戦略

Ⅳ 上方の登山道等の総合的な保全手法 ※評価書・決議文、ヴィジョン・各種戦略は位置づけを明確にした上で計画とは切り離して保存。

Ⅴ 情報提供戦略 資料１ イコモス評価書、世界遺産委員会決議文

Ⅵ 危機管理戦略 資料２ ヴィジョン・各種戦略（イコモス評価書・世界遺産委員会決議文に対する日本政府の対応）

Ⅶ 開発の制御 Ⅰ 世界文化遺産富士山ヴィジョン

Ⅷ 経過観察指標の拡充・強化 Ⅱ 下方斜面における巡礼路の特定

分冊５ 遺産影響評価マニュアル Ⅲ 来訪者管理戦略

Ⅳ 上方の登山道等の総合的な保全手法

Ⅴ 情報提供戦略

Ⅵ 危機管理戦略

Ⅶ 開発の制御

Ⅷ 経過観察指標の拡充・強化

富士山包括的保存管理計画改定の目次（案）
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